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１５１５１５１５１１１１    総括表総括表総括表総括表    

＜実額＞

平成22年度 平成23年度

（百万円）

市 内 総 生 産 96,252 98,268

市 民 所 得 の 分 配 67,465 67,924

（百万円）

県 内 総 生 産 3,456,057 3,463,505

県 民 所 得 の 分 配 2,481,179 2,492,482

（億円）

国 内 総 生 産 4,800,980 4,732,826

国 民 所 得 の 分 配 3,523,103 3,467,557

34,473 33,960

1,085,997 1,074,858

1,957 2,000

2,285 2,319

2,752 2,715

85.6 86.2

71.1 73.7

資料：平成23年度秋田県市町村民経済計算年報・平成23年度県民経済計算年報
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＜対前年度増加率＞

平成22年度 平成23年度

市 内 総 生 産 △ 0.1 2.1

市 民 所 得 の 分 配 1.0 0.7

県 内 総 生 産 △ 0.2 0.2

県 民 所 得 の 分 配 1.8 0.5

国 内 総 生 産 1.3 △ 1.4

国 民 所 得 の 分 配 2.3 △ 1.6

△ 0.4 △ 1.5

△ 1.0 △ 1.0

1.5 2.2

2.8 1.5

2.3 △ 1.3

△ 1.2 0.6

△ 0.6 2.6
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注）鹿角市の値は、県の値（県民経済計算の計算）を各種統計数値（または照会により入

手した基礎資料の集計値）で分割することにより、推計されている。 

 鹿角市の値＝県値（県民経済計算の各項目計数）×分割指標  

注）「一人当り分配所得」は、市町村の住民や企業の所得の合計（＝雇用者報酬＋財産所得 

＋企業所得）をその人口で除して求められる指標であり、賃金水準や給与水準とは異

なる性質の指標であることに留意する必要がある。 
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１５１５１５１５２２２２    産業別市内総産業別市内総産業別市内総産業別市内総生産生産生産生産    

＜実額＞ 単位：百万円

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

第一次産業 1第一次産業 1第一次産業 1第一次産業 1 5,1565,1565,1565,156 5,1895,1895,1895,189 4,8254,8254,8254,825 4,6544,6544,6544,654 4,6824,6824,6824,682

農業 4,745 4,832 4,482 4,279 4,284

林業 411 357 343 375 398

水産業 0 0 0 0 0

第二次産業 2第二次産業 2第二次産業 2第二次産業 2 15,15515,15515,15515,155 13,07913,07913,07913,079 13,93013,93013,93013,930 14,08914,08914,08914,089 15,36615,36615,36615,366

鉱業 120 53 60 48 60

製造業 8,549 7,508 7,539 7,525 7,993

建設業 6,486 5,518 6,331 6,516 7,313

第三次産業 3第三次産業 3第三次産業 3第三次産業 3 81,30881,30881,30881,308 78,20778,20778,20778,207 77,83877,83877,83877,838 77,69977,69977,69977,699 78,29078,29078,29078,290

電気・ガス・水道業 3,586 3,022 3,311 3,229 3,378

卸売・小売業 8,658 8,567 8,547 8,794 8,938

金融・保険業 4,618 3,636 3,616 3,463 3,286

不動産業 16,794 16,838 17,028 16,962 16,998

運輸業 4,599 4,319 4,396 4,398 4,540

情報通信業 1,886 1,851 1,888 1,829 1,749

サービス業 23,330 22,139 21,295 21,302 21,476

政府サービス生産者 15,131 15,277 15,467 15,338 15,346

 対家計民間非営利サービス生産者 2,706 2,558 2,290 2,384 2,579

（控除）輸入品に課される税・関税等 4（控除）輸入品に課される税・関税等 4（控除）輸入品に課される税・関税等 4（控除）輸入品に課される税・関税等 4 241241241241 348348348348 226226226226 190190190190 70707070

計(1+2+3-4)計(1+2+3-4)計(1+2+3-4)計(1+2+3-4) 101,378101,378101,378101,378 96,12796,12796,12796,127 96,36796,36796,36796,367 96,25296,25296,25296,252 98,26898,26898,26898,268

＜対前年度増加率＞ 単位：％

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業 △ 4.2△ 4.2△ 4.2△ 4.2 0.60.60.60.6 △ 7.0△ 7.0△ 7.0△ 7.0 △ 3.5△ 3.5△ 3.5△ 3.5 0.60.60.60.6

農業 △ 3.3 1.8 △ 7.2 △ 4.5 0.1

林業 △ 13.3 △ 13.1 △ 3.9 9.3 6.1

水産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

第二次産業第二次産業第二次産業第二次産業 △ 7.1△ 7.1△ 7.1△ 7.1 △ 13.7△ 13.7△ 13.7△ 13.7 6.56.56.56.5 1.11.11.11.1 9.19.19.19.1

鉱業 53.8 △ 55.8 13.2 △ 20.0 25.0

製造業 △ 2.4 △ 12.2 0.4 △ 0.2 6.2

建設業 △ 13.3 △ 14.9 14.7 2.9 12.2

第三次産業第三次産業第三次産業第三次産業 0.60.60.60.6 △ 3.8△ 3.8△ 3.8△ 3.8 △ 0.5△ 0.5△ 0.5△ 0.5 △ 0.2△ 0.2△ 0.2△ 0.2 0.80.80.80.8

電気・ガス・水道業 △ 10.7 △ 15.7 9.6 △ 2.5 4.6

卸売・小売業 0.7 △ 1.1 △ 0.2 2.9 1.6

金融・保険業 3.2 △ 21.3 △ 0.6 △ 4.2 △ 5.1

不動産業 0.3 0.3 1.1 △ 0.4 0.2

運輸業 8.1 △ 6.1 1.8 0.0 3.2

情報通信業 △ 9.4 △ 1.9 2.0 △ 3.1 △ 4.4

サービス業 △ 0.2 △ 5.1 △ 3.8 0.0 0.8

政府サービス生産者 4.9 1.0 1.2 △ 0.8 0.1

 対家計民間非営利サービス生産者 △ 4.8 △ 5.5 △ 10.5 4.1 8.2

（控除）輸入品に課される税・関税等（控除）輸入品に課される税・関税等（控除）輸入品に課される税・関税等（控除）輸入品に課される税・関税等 13.113.113.113.1 44.444.444.444.4 △ 35.1△ 35.1△ 35.1△ 35.1 △ 15.9△ 15.9△ 15.9△ 15.9 △ 63.2△ 63.2△ 63.2△ 63.2

計計計計 △ 0.9△ 0.9△ 0.9△ 0.9 △ 5.2△ 5.2△ 5.2△ 5.2 0.20.20.20.2 △ 0.1△ 0.1△ 0.1△ 0.1 2.12.12.12.1

資料：平成23年度秋田県市町村民経済計算年報
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産業別市内総生産の推移産業別市内総生産の推移産業別市内総生産の推移産業別市内総生産の推移    
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１５１５１５１５３３３３    市民所得の分配市民所得の分配市民所得の分配市民所得の分配    

＜実額＞

単位：百万円

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

雇用者報酬 1雇用者報酬 1雇用者報酬 1雇用者報酬 1 42,67842,67842,67842,678 40,58440,58440,58440,584 39,27939,27939,27939,279 39,35139,35139,35139,351 39,00939,00939,00939,009

賃金・俸給 35,226 33,632 32,474 32,527 32,039

雇主の社会負担 7,452 6,952 6,805 6,824 6,970

財産所得 2財産所得 2財産所得 2財産所得 2 4,0374,0374,0374,037 3,2793,2793,2793,279 3,3983,3983,3983,398 3,2503,2503,2503,250 3,3053,3053,3053,305

一般政府 △ 1,476 △ 1,570 △ 1,620 △ 1,679 △ 1,698

家計 5,387 4,737 4,903 4,812 4,889

対家計民間非営利団体 126 112 115 117 114

企業所得 3企業所得 3企業所得 3企業所得 3 27,48627,48627,48627,486 24,04924,04924,04924,049 24,09924,09924,09924,099 24,86424,86424,86424,864 25,61025,61025,61025,610

民間法人企業 12,946 10,136 10,548 11,095 12,000

公的企業 1,081 694 600 548 528

個人企業 13,459 13,219 12,951 13,221 13,082

農林水産業 1,485 1,731 1,230 1,071 1,257

その他の産業 2,668 2,235 2,112 2,462 2,020

持ち家 9,306 9,253 9,609 9,688 9,805

計(1+2+3)計(1+2+3)計(1+2+3)計(1+2+3) 74,20174,20174,20174,201 67,91267,91267,91267,912 66,77666,77666,77666,776 67,46567,46567,46567,465 67,92467,92467,92467,924

＜対前年度増加率＞

単位：％

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

雇用者報酬雇用者報酬雇用者報酬雇用者報酬 △ 1.1△ 1.1△ 1.1△ 1.1 △ 4.9△ 4.9△ 4.9△ 4.9 △ 3.2△ 3.2△ 3.2△ 3.2 0.20.20.20.2 △ 0.9△ 0.9△ 0.9△ 0.9

賃金・俸給 △ 2.0 △ 4.5 △ 3.4 0.2 △ 1.5

雇主の社会負担 3.5 △ 6.7 △ 2.1 0.3 2.1

財産所得財産所得財産所得財産所得 △ 5.1△ 5.1△ 5.1△ 5.1 △ 18.8△ 18.8△ 18.8△ 18.8 3.63.63.63.6 △ 4.4△ 4.4△ 4.4△ 4.4 1.71.71.71.7

一般政府 △ 16.8 △ 6.4 △ 3.2 △ 3.6 △ 1.1

家計 △ 0.2 △ 12.1 3.5 △ 1.9 1.6

対家計民間非営利団体 5.0 △ 11.1 2.7 1.7 △ 2.6

企業所得企業所得企業所得企業所得 0.20.20.20.2 △ 12.5△ 12.5△ 12.5△ 12.5 0.20.20.20.2 3.23.23.23.2 3.03.03.03.0

民間法人企業 △ 2.2 △ 21.7 4.1 5.2 8.2

公的企業 36.7 △ 35.8 △ 13.5 △ 8.7 △ 3.6

個人企業 0.4 △ 1.8 △ 2.0 2.1 △ 1.1

農林水産業 20.0 16.6 △ 28.9 △ 12.9 17.4

その他の産業 △ 3.8 △ 16.2 △ 5.5 16.6 △ 18.0

持ち家 △ 1.0 △ 0.6 3.8 0.8 1.2

計計計計 △ 0.9△ 0.9△ 0.9△ 0.9 △ 8.5△ 8.5△ 8.5△ 8.5 △ 1.7△ 1.7△ 1.7△ 1.7 1.01.01.01.0 0.70.70.70.7

資料：平成23年度秋田県市町村民経済計算年報

    

    

 

 



市民経済計算 131 

市民所得の分配の推移市民所得の分配の推移市民所得の分配の推移市民所得の分配の推移    
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用語の解説用語の解説用語の解説用語の解説 

 

【政府サービス生産者】【政府サービス生産者】【政府サービス生産者】【政府サービス生産者】    

政府サービスとは、国家の治安や秩序の維持、経済厚生、社会福祉の増進などのためのサービスで、政府以外によ

っては効率的かつ経済的に供給されないような、社会の共通目的のために行われる性格のものである。 

政府サービス生産者には、上記の機能を果たす中央政府（国出先機関）、地方政府（県、市町村）などの行政機関

のほか、社会保障基金や独立行政法人の一部など、特定の非営利団体が含まれる。 

【対家計民間非営利サービス生産者】【対家計民間非営利サービス生産者】【対家計民間非営利サービス生産者】【対家計民間非営利サービス生産者】    

他の方法では効率的に提供し得ない社会的、公共的サービスを、利益追求を目的とせず家計へ提供する団体を「対

家計民間非営利団体」といい、これを生産者として把握する場合、「対家計民間非営利サービス生産者」という。対

家計民間非営利団体は、ある特定の目的を遂行するために集まった個人の自発的な団体であり、その活動は通常、会

員の会費や家計、企業、政府からの寄付、補助金によって賄われる。労働組合、政党、宗教団体のほか、私立学校の

全てがこれに含まれる。 

なお、副次活動として営利活動を営む場合、その副次活動は分離して産業に含められる。 

【雇用者報酬】【雇用者報酬】【雇用者報酬】【雇用者報酬】    

 雇用者が労働の対価として受け取る現金や現物給与の他、雇主が雇用者福祉のために直接負担する社会保障関係費

用のことであり、賃金・俸給（賃金・給与、手当、賞与、歳費、報酬などがあり、現金によるもののほか現物支給に

よるものも含まれる。また、社宅など市中賃金より低廉な住宅が提供されている場合、市中家賃との差額が「給与住

宅差額家賃」となり、現物給与とみなして計上される。）と、雇主の社会負担（雇主が負担する社会保障基金・年金

基金への負担及び退職一時金など）の合計額となる。 

【財産所得】【財産所得】【財産所得】【財産所得】    

一般政府（国、地方公共団体等）、家計、対家計民間非営利団体（労働組合、政党、宗教・文化団体、私立学校等）

が所有する資金・資産を運用・貸借して得られる所得。 

家計については利子（純受取＝受取－支払）、配当（受取）、保険契約者に帰属する財産所得（保険契約者の資産と

して、本来家計に支払われるべき保険契約者配当・投資所得のこと。実際は保険企業に留保される性格のものである

ため、帰属計算を行い家計の所得とする。）、賃貸料（受取）が計上される。 

一般政府、対家計民間非営利団体については、純受取（受取－支払）の各項目合計が計上される。 

【企業所得】【企業所得】【企業所得】【企業所得】    

 営業余剰に、財産所得の純受取（利子などの受取－支払）を加算したもので、民間法人企業、公的企業（日本高速

道路株式会社各社、郵便局株式会社、食料安定供給特別会計、県の公営企業会計、市町村の病院事業等）、個人企業

の別に計上される。 

 財産所得において、家計に配当が計上されることから、二重計算を回避するため配当受取後の金額を計上する。 


